
提
案
事
項

•
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
研
修
分
野
に
、
事
務
職
員
や
調
理
員
、

栄
養
士
等
の
保
育
士
以
外
の
職
種
向
け
の
分
野
を
新
設

•
既
設
８
分
野
と
新
設
分
野
を
含
め
て
保
育
士
以
外
の
職
員
が
受
講
す
べ
き
研
修
分
野
を
明
示

た
と
え
ば
･･
･

従
来
の
各
分
野

乳
児
保
育

幼
児
教
育

障
害
児
保
育

食
育
・
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応

保
健
衛
生
・
安
全
対
策

保
護
者
支
援
・
子
育
て
支
援

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

保
育
実
践

事
務
職
員
向
け
に
追
加

乳
児
保
育

幼
児
教
育

障
害
児
保
育

食
育
・
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応

保
健
衛
生
・
安
全
対
策

保
護
者
支
援
・
子
育
て
支
援

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

保
育
実
践

会
計
経
理
（
労
働
法
規
）

調
理
員
・
栄
養
士
向
け
に
体
系
整
理

乳
児
保
育

幼
児
教
育

障
害
児
保
育

食
育
（
栄
養
）

ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
（
食
品
衛
生
）

保
健
衛
生
・
安
全
対
策

保
護
者
支
援
・
子
育
て
支
援

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

保
育
実
践

○
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
に
お
け
る
分
野
（
案
）


受
講
す
べ
き
研
修
が
明
確
化
さ
れ
、
事
務
職
員
等
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
が
図
ら
れ
る


保
育
士
の
処
遇
改
善
に
加
え
て
、
事
務
職
員
等
の
地
位
の
向
上
や
処
遇
の
改
善
が

図
ら
れ
る

5
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改
正
に
よ
る
効
果


各
保
育
施
設
に
お
い
て
、
事
務
職
員
等
の
処
遇
の
改

善
も
図
ら
れ
る

→
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
の
受
講
が
必
須
化
さ
れ
た

場
合
で
も
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅱ
で
の
対
応
が
可
能


事
務
職
員
等
が
受
講
す
べ
き
研
修
が
見
え
る
化
さ

れ
、
実
務
に
即
し
た
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
が
図
ら
れ
る


中
堅
の
事
務
職
員
等
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
応
じ
た
地

位
の
向
上
が
図
ら
れ
る

6
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